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佐世保市土砂等による土地の埋立て等に関する指導要綱 

 

（目的） 

第１条 この要綱は、土砂等による土地の埋立て等に対する指導に関し必要な事

項を定めることにより、土砂等の流出等による災害の発生を防止し、自然環境

及び生活環境の保全を図り、もって市民生活の安全の確保及び良好な生活環境

の維持に資することを目的とする。 

 

（用語の定義） 

第２条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号

に定めるところによる。 

⑴ 土砂等 土地の埋立て、盛土又は切土の用に供する土砂、破砕石又はこれ

らに類する物をいう。 

⑵ 土地の埋立て等 土砂等による土地の埋立て若しくは盛土又は切土により、

土地の形質を変更することをいう。 

⑶ 土地の埋立て等を行う土地の区域 土地の埋立て等が、一団の区域又は隣

接し、若しくは近接した二つ以上の土地で行われる区域（分割して工事が施

工される場合も含む。）をいう。 

⑷ 事業主 自ら又は人に行わせて土地の埋立て等を行う者をいう。 

⑸ 施工者 事業主から請け負って土地の埋立て等を行う者をいう。 

 

（適用範囲） 

第３条 この要綱は、土地の埋立て等を行う土地の区域の面積が３，０００平方

メートル以上で、かつ、次の各号に掲げる土地の埋立て等について適用する。 

 ⑴ 盛土の高さが、現況地盤から１メートルを超える土地の埋立て等 

 ⑵ 切土の高さが、現況地盤から２メートルを超える土地の埋立て等 

 ⑶ 盛土及び切土を同時に行う場合は、現況地盤から２メートルを超える土地

の埋立て等 

２ 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる土地の埋立て等については、こ

の要綱は適用しない。 

⑴ 国、地方公共団体又は特別法の規定に基づき設立された公社、公団等の公

共的団体が行う土地の埋立て等 

⑵ 国又は地方公共団体が資本金、基本金その他これらに準ずるものの４分 

の１以上を出資している法人が行う土地の埋立て等 

⑶ 都市計画事業、土地区画整理事業、市街地再開発事業、住宅街区整備事業、

防災街区整備事業その他関連事業に基づく許可又は承認を受けて行う土地の

埋立て等 

⑷ 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条の規定に基づき許可を

得て行う土地の埋立て等 

⑸ 宅地造成及び特定盛土等規制法（昭和３６年法律第１９１号）第１２条及

び第３０条の規定に基づき許可を得て行う土地の埋立て等 

⑹ 土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律（平 
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成１２年法律第５７号）第９条に基づき許可を得て行う災害防止のための土

地の埋立て等 

⑺ 砂防法（明治３０年法律第２９号）、地すべり等防止法（昭和３３年法律第

３０号）、急傾斜地の崩壊による災害の防止に関する法律（昭和４４年法律第

５７号）その他災害防止を目的とする法令の規定による災害防止のための土

地の埋立て等 

⑻ 公有水面埋立法（大正１０年法律第５７号）の規定に基づき免許を受けて  

行う土地の埋立て等 

⑼ 採石法（昭和２５年法律第２９１号）又は砂利採取法（昭和４３年法律第

７４号）の規定による許可又は許可を受けて行う岩石又は砂利採取に係る土

地の埋立て等 

⑽ 鉱業法（昭和２５年法律第２８９号）、電気事業法（昭和３９年法律第１７

０号）、ガス事業法（昭和２９年法律第５１号）その他事業を行うにあたり事

業認可等の行政処分を必要とする法令の規定に基づき、これらの処分を受け

て行う土地の埋立て等 

⑾ 廃棄物の処理及び清掃に関する法律（昭和４５年法律第１３７号）の規定

に基づく産業廃棄物処理施設の設置など廃棄物の処理を目的とする土地の埋

立て等 

⑿ 土地改良事業として行う土砂埋立て及び農地の改良を目的とする各種補助

事業で行う土地の埋立て等 

⒀ 佐世保市農業委員会農地改良届取扱要綱の適用を受ける土地における土地

の埋立て等 

⒁ 地域森林計画に基づく森林の経営又は管理を行うために必要な土地の埋立

て等 

⒂ 沿岸漁業構造改善事業として行う土地の埋立て等 

⒃ 農林漁業振興のため、法令に基づき行う土地の埋立て等又は国若しくは地

方公共団体の助成を受けて行う土地の埋立て等 

⒄ 災害復旧のために必要な応急措置として行う土地の埋立て等 

⒅ 森林法（昭和２６年法律第２４９号）第１０条の二第一項の規定に基づく

許可を得て行う土地の埋立て等 

⒆ 前各号に掲げるもののほか、その他市長が認めた土地の埋立て等 

（申出書等の提出先及び提出部数） 

第４条 事業主及び施工者（以下「事業主等」という。）が、この要綱の規定に

より市長に提出すべき申出書、着手届、報告書等（以下「申出書等」という。）

の提出先及び提出部数は、土地の埋立て等の完了後の土地利用の目的に応じ、

次の表のとおりとする。 

 

土地利用の目的 提出先（担当部署） 提出部数 

農地及び林地に関すること。 農林水産部 
正本１部 

副本１部 
農地及び林地以外に関すること。 都市整備部 
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２ 前項の規定にかかわらず、市長が必要であると認めるときは、当該申出書等

の写しの全部又は一部について、２部を超える数の提出を求めることができる。 

 

（関係法令に基づく協議） 

第５条 事業主等は、この要綱の規定による土地の埋立て等を行う際は、関係法

令に基づき、道路管理者、河川管理者その他の関係者と協議しなければならな

い。 

 

（事業主等の責務） 

第６条 事業主等は、土地の埋立て等の工事に当たっては、関係法令等を遵守し、

土砂流出等による災害を防止するとともに、自然環境及び生活環境の保全に努

めるものとする。 

２ 事業主等は、土地の埋立て等の工事に係る土地の周辺に及ぼす影響を考慮し、

あらかじめ、当該事業計画の内容を利害関係者（隣接地の所有者、水利権を有

する者、自治会関係者その他当該工事に伴う利害関係を有する者をいう。以下

同じ。）に説明し、かつ、理解を得るよう努め、申出書に添付するものとする。 

３ 土地の埋立て等の工事に起因して生じた紛争は、すべて事業主等の責任にお

いて、その解決に当たらなければならない。 

 

（事前審査の申出） 

第７条 事業主等は、土地の埋立て等の計画をする場合は、佐世保市土砂等によ

る土地の埋立て等事前審査申出書（様式第１号）に次の各号に掲げる書類を添

付して、これを市長へ提出しなければならない。 

⑴ 位置図 

⑵ 公図の写し 

⑶ 平面図（現況及び計画） 

⑷  縦横断面図（現況及び計画） 

⑸ 雨水排水計画図（林地を除く。） 

⑹ 運搬経路図 

⑺ 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要であると認める書類 

 

（事前審査等） 

第８条 市長は、前条の事前審査申出書が提出されたときは、その計画内容を速

やかに審査する。 

２ 市長は、前項の審査の結果を、佐世保市土砂等による土地の埋立て等事前審

査結果通知書（様式第２号）により、事業主等へ通知するものとする。 

３ 事業主等は、第１項の審査の結果により、法令等に基づく必要な許可等を受

けなければならないと判明した場合は、次条に定める工事審査申出書を提出す

る前に関係公共機関と協議等を行わなければならない。 

 

（工事審査の申出） 

第９条 前条第１項の審査の結果を受け、市及び関係公共機関と協議を経た事業
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主等が、土地の埋立て等の工事を実施しようとする場合は、事前に佐世保市土

砂等による土地の埋立て等工事審査申出書（様式第３号）に次の各号に掲げる

書類を添付して、これを市長へ提出しなければならない。ただし、市長が必要

でないと認める書類については、省略することができる。 

⑴ 土砂等による土地の埋立て等事業計画書（様式第４号） 

⑵ 誓約書（様式第５号） 

⑶  工程表 

⑷ 土地登記簿謄本又は登記事項要約書 

⑸ 事業主等の住民票又は外国人登録済証明書（法人にあっては定款、寄附、

法人登記簿謄本等） 

⑹ 事業主一覧表（土地の所有者の承諾書、代表者に関する委任状等の写し） 

⑺ 土砂等による土地の埋立て等関係法令一覧表（様式第６号） 

⑻  位置図（運搬経路を記入したもの） 

⑼ 公図の写し 

⑽ 平面図（現況及び計画）及び縦横断面図（現況及び計画） 

⑾  計画施設構造図 

⑿ 周囲の土地利用状況図 

⒀ 雨水排水計画図 

⒁ 跡地利用計画図 

⒂ 利害関係者との協議に関する報告書等（土砂等による土地の埋立て等の同

意書（様式第７号）） 

⒃ 佐世保市職員立入調査承諾書（様式第８号） 

⒄ 防災計画図 

⒅  公道里道水路境界承認書の写し 

⒆ 関係公共機関の許可書等の写し又は協議に関する報告書 

⒇ 現況写真 

(21) 前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要であると認める書類 

 

（工事の審査） 

第１０条 市長は、前条の工事審査申出書が提出されたときは、市長が別に定め

る技術基準（以下「技術基準」という。）に基づき、速やかに当該工事に係る

事業計画の審査等を行い、その結果を佐世保市土砂等による土地の埋立て等工

事審査回答書（様式第９号）により事業主等に通知するものとする。 

 

（工事の着手） 

第１１条 前条の工事審査回答を受けた事業主等は、土地の埋立て等の工事着手

前に、佐世保市土砂等による土地の埋立て等工事着手届（様式第１０号）を市

長に提出しなければならない。 

 

（工事の実施及び標識の設置） 

第１２条 事業主等は、市長が別に定める指導事項及び第１０条に規定する工事

審査回答書に記載された指導事項を遵守して、土地の埋立て等の工事を実施し
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なければならない。 

 

２ 事業主等は、土地の埋立て等を行う期間中、工事概要を記載した標識（様式

第１１号）を公衆の見やすい場所に設置しなければならない。 

 

（工事の進捗状況報告） 

第１３条 事業主等は、土地の埋立て等の工事の進捗状況について、６箇月以内

毎に佐世保市土砂等による土地の埋立て等工事進捗状況報告書（様式第１２

号）を市長に提出しなければならない。 

 

（工事の変更） 

第１４条 事業主等は、次の各号に掲げる事項を変更しようとするときは、事前

に佐世保市土砂等による土地の埋立て等工事変更審査申出書（様式第１３号）

を市長へ提出しなければならない。ただし、次条に定める軽微な変更をしよう

とするときはこの限りではない。 

⑴ 事業主等の名称 

⑵  工事の区域 

⑶  土地の利用計画 

⑷  構造物（排水施設を含む。）の規模、構造等 

⑸  盛土又は切土の高さ、面積等 

⑹  前各号に掲げるもののほか、その他市長が必要であると認める事項 

２ 第９条、第１０条及び第１２条の規定は、前項の規定による土地の埋立て等

工事の変更について準用する。この場合において、次の表の左欄に掲げる規定

中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の右欄に掲げる字句に読み替える

ものとする。 

第９条 前条第１項の審査の結果を受

け、市及び関係公共機関と協議

を経た事業主等が、土地の埋立

て等の工事を実施しようとす

る場合は、事前に佐世保市土砂

等による土地の埋立て等工事

審査申出書（様式第３号） 

事業主が、土地の埋立て等の変

更工事を実施しようとする場

合は、事前に佐世保市土砂等に

よる土地の埋立て等工事変更

審査申出書（様式第１３号） 

第１０条 前条の工事審査申出書 第１４条において準用される

前条の工事変更審査申出書 

佐世保市土砂等による土地の

埋立て等工事審査回答書（様式

第９号） 

佐世保市土砂等による土地の

埋立て等工事変更審査回答書

（様式第１４号） 

第１２条 第１０条に規定する工事審査

回答書 

第１４条第２項において準用

される工事変更審査回答書 

 

（軽微な変更） 

第１４条の２ 第１４条第１項のただし書きの軽微な変更をしようとするとき
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は、その旨を佐世保市土砂等による土地の埋立て等工事変更届出書（様式第１

８号）を市長に提出しなければならない。なお、軽微な変更は、次に掲げるも

のとする。 

１ 工事施工者の変更 

２ 工事予定期間の変更 

 
（工事の中止） 

第１５条 事業主等は、工事を中止しようとするときは、佐世保市土砂等による

土地の埋立て等工事中止申出書（様式第１５号）を市長に提出しなければなら

ない。 

２ 事業主等は、当該工事の中止に伴って災害等が生じないよう、速やかに必要

な措置を講じなければならない。 

 

（工事の完了） 

第１６条 事業主等は、工事が完了したときは、佐世保市土砂等による土地の埋

立て等工事完了申出書（様式第１６号）を市長に提出しなければならない。 

 

（工事完了の確認） 

第１７条 市長は、前条の申出書が提出されたときは、速やかに技術基準に基づ

き、当該工事に係る完了の確認を行い、その結果を佐世保市土砂等による土地

の埋立て等工事完了確認書（様式第１７号）により事業主等に通知するものと

する。 

 

（維持管理） 

第１８条 事業主は、工事が完了した土地については、第９条第１号（第１４条

第２項において準用する場合を含む。）の事業計画書に記載した工事完了後の

土地利用計画に従って利用するとともに、適正に維持管理しなければならない。 

 

（立入調査） 

第１９条 市長は、工事の実施状況、工事完了後の土地の利用状況等に関し、当

該職員を土地の埋立て等の区域に立入調査させることができる。この場合にお

いて、事業主等は、当該立入調査に協力しなければならない。 

 

（違反の指導等） 

第２０条 市長は、この要綱に違反している事業主等があるとき、又は前条の規

定による立入調査の結果、この要綱に違反し、若しくは違反するおそれがある

と認められるときは、当該事業主等に対し、必要な指導又は助言をするものと

する。 

 

（所管） 

第２１条 この要綱に係る事務については、農地及び林地に関することは農林水
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産部が、農地及び林地以外に関することは都市整備部が所管する。 

 

（委任） 

第２２条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、市長が別に定める。 

 

附 則 

この要綱は、平成２６年１０月１日から施行する。 

 
 

   附 則 

（施行期日） 

１ この要綱は、令和５年５月２６日から施行する。 

（経過措置） 

２ この要綱の施行の際現に宅地造成等規制法の一部を改正する法律（令和４

年法律第５５号。以下「令和４年改正法」という。）による改正前の宅地造成

等規制法（昭和３６年法律第１９１号。以下「旧法」という。）第３条第１項

の規定による指定がされている宅地造成工事規制区域の区域内における宅地

造成に関する工事等に対する改正後の佐世保市宅地造成及び特定盛土等規制

法施行細則（以下「新施行細則」という。）の規定の適用については、令和４

年改正法による改正後の宅地造成及び特定盛土等規制法第１０条第１項の規

定により指定された宅地造成等規制区域を同条第４項の規定により公示する

日の前日までの間（以下「経過措置期間」という。）は、なお従前の例による。 

３ 旧法第８条第１項本文（令和４年改正法附則第２条第１項の規定によりな

お従前の例によることとされる場合を含む。）の許可（経過措置期間の経過前

にされた都市計画 法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項又は第

２項の許可を含む。）を受けた者が行う当該許可に係る宅地造成に関する工事

に対する新施行細則の規定の適用については、経過措置期間の経過後におい

ても、なお従前の例による。 

 


